
様式（家畜伝染病予防法施行規則第21条の６関係）

西暦 年 月 日

殿

　家畜伝染病予防法第12条の４第１項の規定により、以下のとおり報告します。

　☑別紙「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。

岩手県知事

（裏面）

（ご同意いただけない方は、家畜保健衛生所へご相談ください。）

:
農場名
（氏名）

定 期 報 告 書

2024

【お願い】
　毎年ご報告いただいている基本情報、飼養衛生管理基
準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況（ホ
チキス止めの様式）と、この紙を一緒にご報告ください。



（別紙）

　

個人情報の取扱い

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内

容について同意する場合は「定期報告書」のチェックボックスに

チェックを入れてください。

家畜伝染病予防法第12条の４第１項の規定に基づく定期報告に係る

個人情報の取扱いについて

都道府県は、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下

「家伝法」という。）第12条の４第１項の規定に基づき報告され

た定期報告書等に記載された個人情報を、個人情報の保護に関す

る法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい

う。）及び関係法令に基づき適正に管理し、定期の報告に係る業

務のために利用します。

また、都道府県は、家伝法第12条の４第１項の規定に基づき報

告された個人情報を、個人情報保護法及び関係法令に基づき適正

に管理し、また、農林水産省へ第三者提供した上で、同省が運用

する飼養衛生管理支援システムを利用して定期の報告に係る業務

を行うとともに、必要最低限度の範囲内において家畜の伝染性疾

病の発生予防及びまん延防止に係る業務（家きん及び豚等におけ

る飼養衛生管理基準の自己点検に関する業務、病性鑑定（発生速

報、月報等を含む。）に関する業務、豚熱予防的ワクチンの接種

状況の報告に関する業務等をいう。以下同じ。）に利用します。

農林水産省は、提供を受けた個人情報を個人情報保護法及び関

係法令に基づき適正に管理し、家畜の伝染性疾病の発生予防及び

まん延防止に係る業務のために利用します。


	配布用　同意確認用紙表
	配布用　同意確認用紙裏（別紙）

